
社会福祉法人神川町社会福祉協議会社会福祉活動協力校等補助金交付要綱 

 

（趣 旨） 

第１条 神川町社会福祉協議会は、小学校及び中学校の児童生徒、幼稚園及び保

育園（保育所）の園児を対象として、社会福祉への理解と関心を高め、社会奉

仕・社会連帯の精神を養うことを推進するため、福祉体験・交流活動を行う学

校等に対して、補助金を交付する。 

（対象事業及び経費） 

第２条 補助金交付の対象となる事業及び経費は、別表１に定めるところによる。 

（補助金交付額） 

第３条 補助基準額は年間６４，０００円を限度とし、予算の範囲内において交

付する。 

（補助金交付の申請） 

第４条 補助金交付を受けようとする団体は、次の事項を記載した申請書（様式

第１号）を会長の定める期日までに提出しなければならない。 

１ 事業計画書 

２ 補助事業に係る予算書 

（補助金交付の決定） 

第５条 会長は、前条の申請があったときは、内容を審査し、補助金を交付する

ことが適切と認めたときは、申請者に交付決定通知書（様式第２号）を交付す

る。 

（状況報告） 

第６条 補助事業者は、会長の要求があったときは、補助事業等の遂行状況につ

いて当該要求に係る事項を書面で会長に報告しなければならない。 

（事業報告） 

第７条 補助事業者は、事業が完了したときは、事業報告書（様式第３号）を事

業または事業年度終了後３０日以内に提出しなければならない。 



（書類の整備） 

第８条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿を備

え、かつ、当該収入及び支出等についての証拠書類を整備保管しておかなけれ

ばならない。 

２ 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助事業の完了の日の属する会計

年度の翌会計年度から５年間保管しなければならない。 

（委 任） 

第９条 この要綱に定めのない事項について、必要があるときは、会長が別に定

める。 

 

 

附  則 

この要綱は、平成１０年４月１日から施行する。 

 

この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。 

 

この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。 

 

この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

 

この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

 

この要綱は、平成３０年４月２４日から施行する。 



別表１ 

 

補助対象事業名 事 業 内 容 例 補助対象経費 

１ 広報・啓発活動 

 

 

 

 

 

２ 調査・研究・学習活動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 交流活動を目的とした

実践活動 

 

 

 

 

 

 

４ 社会福祉事業への参加 

 

 

 

 

 

 

 

５ 地域でのボランティア

活動 

 

 

６ その他 

 

・福祉講演会、映画会、展

示会等の開催 

・福祉、ボランティア活動

㏚紙等の発行 

 

 

・車いす、アイマスク、介

助の体験学習等 

・各種福祉に関する制度等

についての研究 

・手話、点訳、音声訳、要

約筆記等の学習 

・福祉関係、ボランティア

関係等の図書・資料の整備 

 

 

・社会福祉施設等の訪問（交

流、環境整備等） 

・地域での訪問、イベント

等への協力、交流 

・高齢者、障がい児（者）

との交流 

 

 

・ポスター展、福祉展、共

同募金への協力 

・収集ボランティア活動（使

用済み切手、使用済みイン

クカートリッジ、エコキャ

ップ等） 

 

 

・地域社会づくりのための

活動 

 

 

・学校間の情報交換や交流 

・職員研修 

 

福祉活動事業の実施に必要

な諸謝金、旅費、備品購入

費、会議費、印刷製本費、

消耗品費、委託料、通信運

搬費、食料費 

 

 

 



様式第１号（第４条関係） 

 

 

社会福祉活動協力校等補助金交付申請書 

 

 

 

平成  年  月  日 

 

 

神川町社会福祉協議会会長 殿 

 

                    申請者  住 所                 

 

 

                        団体名                

 

 

                        代表者職・名           印 

 

 

 

 

下記により、社会福祉活動協力校等補助金の交付を受けたいので、補助金交付要綱第４条の

規定により、関係書類を添えて申請します。 

 

 

記 

 

 

１ 補助金の交付申請額    金             円 

 

２ 事  業  計  画  書    別紙１のとおり 

 

３ 補助事業に係る予算書   別紙２のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙１ 

 

社 会 福 祉 活 動 協 力 校 事 業 計 画 書 

 

事業名 活動名 活動内容 

１．広報・啓発活動   

２．調査・研究・学習活動   

３．交流活動を目的とした実

践活動 
  

４．社会福祉事業への参加   

５．地域でのボランティア活

動 
  

６．その他   

 

 



別紙２ 

 

社 会 福 祉 活 動 事 業 予 算 書 

 

収入の部 

費  目 金   額 説   明 

社協からの補助金 円 

 

計 円  

 

支出の部 

費  目 金   額 説   明 

諸謝金 

 

旅費 

 

備品購入費 

 

会議費 

 

印刷製本費 

 

消耗品費 

 

委託料 

 

通信運搬費 

 

食料費 

 
 

円 

 

計 円  



様式第２号（第５条関係） 

 

社会福祉活動協力校等補助金交付決定通知書 

 

 

神社発第      号 

平成  年  月  日 

 

 

           様 

 

神川町社会福祉協議会 

会 長        

 

 

平成  年  月  日付けで申請のあった社会福祉活動協力校補助金について、下記のと

おり交付します。 

 

 

記 

 

１ 補助金の交付額     金              円 

 

２ 支 払 方 法     概 算 払 い 

 

  ３ 条     件 

 

（１）この補助金は、この要綱に定める目的以外に使用してはならない。 

（２）補助事業の内容を変更し、又は補助事業を中止若しくは廃止しようとする場合は、

会長の承認を受けなければならない。 

（３）補助事業の遂行が困難になった場合は、速やかに会長に報告してその指示を受けな

ければならない。 

 

 

 

 

 



様式第３号（第７条関係） 

 

社会福祉活動協力校等補助金事業報告書 

 

 

平成  年  月  日 

 

神川町社会福祉協議会会長 殿 

 

 

                         住 所                 

 

 

                        団体名                

 

 

                        代表者職・名           印 

 

 

 

平成  年  月  日付け、神社発第   号で補助金の交付決定の通知を受けた社会福

祉活動協力校等補助金事業が完了したので、補助金交付要綱第７条の規定により、関係書類を

添えて下記のとおり報告します。 

 

 

記 

 

 

１ 補助金の交付決定額     金              円 

 

 

２ 補助事業に係る事業報告書  別紙３のとおり 

 

 

３ 補助事業に係る補助金精算書 別紙４のとおり 

 

 

４ 補助事業の実施期間 

 

平成  年  月  日から平成  年  月  日まで 

 

 

 

 

 

 



別紙３ 

社 会 福 祉 活 動 協 力 校 事 業 報 告 書 

 

事業名 活動日 場  所 内  容 

１、広報・啓発活動 

   

２、調査・研究・学習

活動 

   

３、交流活動を目的と

した実践活動 

   

４、社会福祉事業への

参加 

   

５、地域でのボランテ

ィア活動 

   

６、その他 

   

 



別紙４ 

 

社 会 福 祉 活 動 協 力 校 等 補 助 金 精 算 書 

 

収入の部 

費目 予算額 精算額 比較 説明 

社協からの 

補助金 

円 円 円  

計     

 

 

支出の部 

費目 予算額 精算額 比較 説明 

諸謝金 

 

旅費 

 

備品購入費 

 

会議費 

 

印刷製本費 

 

消耗品費 

 

委託料 

 

通信運搬費 

 

食料費 
 

円 円 円  

計     

 


